
嬬恋村
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分
類

出産祝い金支給事業

対象者： 子どもの出産日に、父母が６ヶ月以上嬬恋村に住所を有し、村税・各種使用料等の滞納がない方

内　容： 一子あたり１００,０００円

問合せ： 《健康福祉課　福祉係》　℡：０２７９－９６－０５１２

保育料徴収に伴う特例

対象者： 入所者全員

内　容： 保育料無料

問合せ： 《教育委員会　学校教育係》　℡：０２７９－９６－０５４４

給食費の無料化

対象者： 村立こども園、村立幼稚園、学校に在籍する幼児・児童・生徒全員

内　容： 中学校卒業までの給食費無料

問合せ： 《教育委員会　学校教育係》　℡：０２７９－９６－０５４４

不妊治療助成金

対象者： 1年以上嬬恋村に居住し、不妊治療を行っている方

内　容： 不妊治療にかかる費用を助成する。（年度限度額１００万円）

問合せ： 《健康福祉課　保健室》　℡：０２７９－９６－１９７５

教材費等の購入補助

対象者： 小学校生、中学生

内　容： 小学校、中学校における教材費の補助として、今まで個人負担であった教材の購入費用を、限度
内において公費負担にて一括購入。

問合せ： 《教育委員会　学校教育係》 ℡:０２７９－９６－０５４４

英検受験料の補助

対象者： 中学生

内　容： 年度内１人あたり5,000円までの受験料を補助。

問合せ： 《教育委員会　学校教育係》 ℡:０２７９－９６－０５４４

住宅改修等助成金交付事業

対象者： ・嬬恋村に１年以上継続して住民登録をしているか、工事終了後１年以上継続して居住し住民登
録をすること
・本人および同一世帯の税金や料金などに延滞がない人
・嬬恋村内の事業者が請け負い、１０万円以上の経費がかかる工事であること
・村から別の補助金や助成金を受けていないこと

内　容： ・助成の対象となる住宅は、助成を受けようとする者が村内に所有又は新築する住宅等とする。
・助成対象となる工事は、村内施工業者による村内で施工される新増改築等工事（太陽光発電並
びに太陽温水設備も対象）であること。
・助成金の額は、住宅改修等の費用の２０％（上限２０万円）とする。

問合せ： 《観光商工課　商工係》 ℡:０２７９－８２－１２９３
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分
類

事業名　（対象者・内容）

定住促進住宅用地分譲事業

対象者：

内　容： ○細原住宅団地分譲中
・ＪＲ万座・鹿沢口駅から車で15分
・区画面積（平均）約450㎡
・坪単価（平均）14,500円

問合せ： 《建設課　管理係》 ℡:０２７９－９６－１９７３

薪ストーブ購入・設置費補助金

対象者： ・過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
・継続して１年以上住民登録等をしているか、住民登録等の期間が１年未満の場合は薪ストーブ
設置完了後、その物件に１年以上居住し、同時に住民登録等をすること。
・村税及び使用料等を完納していること。

内　容： 購入する薪ストーブ１基につきを村内事業者から購入した場合に、10万円を上限とし購入費用の
4分の1を補助する。ただし、村外の事業者から購入した場合の上限額は5万円とする。

問合せ： 《農林振興課　林業係》　℡：０２７９－９６－１２５６

結婚新生活支援補助金

対象者： ・結婚を機に村内で新たに生活を始める新婚夫婦
・直近の夫婦の所得額が340万円未満であること（奨学金を返済中の人は返済額を控除）
・他の公的な家賃補助等を受けていないこと
・婚姻日における年齢が、夫婦共に34歳以下であること
（その他の要件あり）

内　容： 30万円を上限に、住居取得費、アパート等の家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料、引っ越し
費用等を助成する。

問合せ： 《未来創造課　地域振興係》　℡：０２７９－９６－１２５７

創業・第二創業支援推進事業

対象者： ・代表者又は1名以上の従業員が村内に住所を有する者又は見込みがある者
・村内に事業所を設置し5年以上継続して事業を行う見込みがある者
・村内に住所を有している者を新規で1年以上雇用する見込みがある者。ただし、雇用保険法(昭
和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者である者に限る。

内　容： 村内で創業・第二創業する事業者に対する事業所開設支援、事業所等賃貸、雇用促進の補助金
（補助限度額、補助率は対象事業よるが合計の上限は200万円）

問合せ： 《観光商工課　商工係》 ℡:０２７９－８２－１２９３

特産品開発支援事業補助金

対象者： 村内を活動拠点とする地域活動団体及び村内を所在地とする高等学校、その他村長が適当と認め
る団体

内　容： 地域活動団体等による、嬬恋村に関する特産品の開発・改良等の補助金
・補助限度額は５万円
・補助率は地域活動団体２分の１、高等学校１０分の１０

問合せ： 《農林振興課　農業係》 ℡:０２７９－９６－１２５６

６次産業化等促進支援事業補助金

対象者： 　村内に住民登録または法人登録をしている次に揚げる団体等とする。ただし、過去に同じ目的
で当該補助金を受けた団体等を除く。
（１）村内で農業を営んでいる個人
（２）村内に所在を置く農地所有適格法人
（３）村内に所在を置く２戸以上で構成する農林水産加工グループ
（４）その他村長が認める者

内　容： ６次産業化による特産品開発等の補助金
　・上限は５０万円
　・補助率は対象経費の２分の１

問合せ： 《農林振興課　農業係》 ℡:０２７９－９６－１２５６

住
宅
支
援

就
業
支
援

〔吾妻エリア〕嬬恋村
－2－



分
類

事業名　（対象者・内容）

観光物産展等参加事業補助金

対象者： 次の各号全てに該当するものとする。ただし、村が補助等をしている団体は除く。
（１）村内に住所、または事業所を有する団体及び個人
（２）村税及び使用料など村に納付義務が発生している納付金を完納している者
（３）観光物産展等の参加時に村等が作成した観光パンフレットの配布など村の観光宣伝に協力
できる者
（４）観光物産展等の参加時に村からの要請による他団体の村内産品の販路拡大にも協力できる
者
（５）その他村長が適当と認める者

内　容： 村内の団体や個人が実施する村内産品の普及や販路拡大を図るための観光物産展等への参加に係
る経費の補助金。
　・１回あたり上限は８万円、年間上限は３０万円を補助

問合せ： 《観光商工課　商工係》 ℡:０２７９－８２－１２９３

中小企業退職金共済制度加入促進補助金

対象者： 嬬恋村内に事業所を有し、常用従業員及びパートタイマーを雇用する中小企業者
対象となる共済制度は、中小企業退職金共済制度と特定退職金共済制度のうち先に加入したもの
とする。　ただし、同時に重複加入したものについては、掛け金の高い方を対象とする。

内　容： ○対象期間：被共済者に係る共済契約締結の日の属する月から起算して12ヶ月間
○補助額：月額1,000円　ただし、月額の掛金が5,000円未満の場合には当該掛金の100分の20以
内

問合せ： 《観光商工課　商工係》 ℡:０２７９－８２－１２９３

移住希望者滞在費補助金

対象者： 嬬恋村への移住活動の一環として、村内宿泊施設に滞在する方

内　容： 基本宿泊料金の１／２以内で、１人あたり4,000円を上限に支給
小学生以下は2,000円が上限（宿泊料金が徴収されない場合には、対象外）
１世帯当たり同一年度内につき３回以内とし、初回の申請の日から起算して２年間が限度

問合せ： 《交流推進課》 ℡:０２７９－８２－５１９１

高齢者温泉保養事業

対象者： 嬬恋村に住民登録のある65歳以上の方。

内　容： 高齢者の健康・福祉増進を目的として、村内の指定入浴施設（温泉施設）に入浴することができ
る温泉券を販売。1冊50枚綴り5,000円（1枚の券で1回入浴可）

問合せ： 《健康福祉課　福祉係》 ℡:０２７９－９６－０５１５

おでかけタクシー助成事業

対象者： 嬬恋村に住民登録があり、かつ65歳以上の方および障害者手帳をお持ちの方。

内　容： 村が契約しているタクシー会社で利用できる助成券
　一冊(50枚綴り)　10,000円／25枚綴り　5,000円

問合せ： 《未来創造課》 ℡:０２７９－９６－１２５７

乗り合い送迎サービス｢チョイソコ つまごい｣

対象者： 住民登録がある方のうち、65歳以上の方、障害者手帳をお持ちの方

内　容： 利用者の自宅から村内に設置した指定停留所までを申込み状況に応じた最適ルートを通り、目的
地の指定停留所まで乗合で使用できる。(会員登録制)　乗車一回ごとに２００円

問合せ： 《未来創造課》 ℡:０２７９－９６－１２５７
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